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第１ 目的 

この要領は、目黒区都市整備部（以下「当部」という。）が、目黒区公有財産管理規

則（昭和３９年４月目黒区規則第19号）第５条第１項に基づき所管する土地（道路、区

有通路、水路等）の境界確定に関し必要な事項を定めることにより、本事務を適正かつ

効率的に執行することを目的とする。 

第２ 定義 

この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めると

ころによる。 

１ 境界確定 

  当部が所管する土地の所有権の境界について、目黒区、関係土地所有者及び公共物管

理者が協議を行い、合意された所有権の境界を書面に表し、署名及び捺印することによ

り確定することをいう。 

２ 土地境界図 

   境界確定の協議で、合意した所有権の境界を書面に表し、関係土地所有者及び公共物

管理者が署名及び捺印したものをいう。 

３ 公共物管理者 

   道路法、河川法及び地方自治法等の規定に基づき公共物を管理する者で、目黒区以外

の者をいう。 

第３ 境界確定事務の実施 

   目黒区都市整備部土木管理課（以下「土木管理課」という。）は、次の各号のいず

れかに該当するときは境界確定を行うものとする。 

（１）当部が所管する公共用地（以下「公共用地」という。）と隣接する土地所有者から

第１号様式に定める土地境界確定申請書（以下「申請書」という。）により、境界確

定の申請があった場合。 

（２）公共物管理者が道路、河川等の公共物を管理していくうえで、公共用地と隣接する

土地との境界を確定する必要が生じた場合で、公共物管理者から境界確定の依頼があ

った場合。 

（３）公共事業を行うため、公共用地との境界を確定する必要性が生じた場合で、当該公

共事業施行者である国、地方公共団体及び国や地方公共団体が設立母体となっている

公団、公社等で土木管理課長が特に認めた公共事業の施行者から境界確定の依頼があ

った場合。 

（４）当部が行政執行上必要と認めた場合。 

第４ 申請者の範囲等 

   境界確定の申請者（以下「申請者」という。）は、公共用地に隣接する土地所有者

とする。ただし、次の各号に該当する場合は、それぞれ当該各号に定める者を申請者

とする。 

（１）土地所有者が法人の場合は、その法人の代表者とする。ただし、法人が解散又は破

産等しているときは、清算人又は管財人等とし、特殊法人にあっては、法律又は定款、

若しくは寄付行為の定める者とする。 

（２）土地所有者が死亡している場合は、相続人全員とする。ただし、遺産相続分割協議

書等で相続人が特定されている場合は、その相続人とする。 

（３）申請する土地が共有地の場合は、共有者全員とする。 

（４）その他、特に土木管理課長が認めた者とする。 



 

 

２ 申請から合意までに関する一切の権限について、申請者から委任を受けた者が、申

請者に代わって申請を行うときは、委任する事項を明記した委任状（申請者の印鑑証

明等添付）及び代理人の印鑑証明等を添付する。 

３ 土地所有者が法定代理人として親権者、成年後見人、保佐人、補助人等を必要とす

る場合は、申請書に法定代理人であることを証する書面を添付し、土地所有者記名の

うえ、法定代理人が署名・捺印して申請する。 

４ 申請する土地が信託財産の場合は信託原本写しを添付し、受益者（委託者）及び受

託者両者の共同申請とし、信託原簿に特別な定めがある場合はその内容に従った申請

とする。（信託原本還付） 

５ 土地の登記事項証明書または登記簿謄本（抄本）に「差押」または「裁判所競売開

始決定」の記載がある場合は、債権者または申立人の同意書等を添付すること。 

６ 宗教法人の申請において、申請地の現状が「境内地」若しくは「墓地」となってい

る場合または登記事項証明書等上の地目が「境内地」若しくは「墓地」である場合は、

宗教法人法第２３条に基づくそれぞれの宗教法人の規則が定める者とする。 

  なお、規則に別段の定めがない場合は責任役員の議決により定めた者とする。 

第５ 申請の手続 

     申請者は申請書（第１号様式）を土木管理課に直接提出しなければならない。ただ

し、申請者は境界確定に係わる事務を代行する者（以下「実務取扱者」という。）を

置くことができる。  

２ 申請書の作成に当たっては、申請書に定めるところによる。 

３ 申請書には必要事項を記入し、次に揚げる書類を添付して提出する。なお、提出部

数は各１通とする。 

（１）印鑑証明書（発行日から３カ月以内） 

（２）資格証明書（発行日から３カ月以内）（法人の場合） 

（３）相続を証する書面（相続人による申請の場合） 

（４）地図（公図）写し（発行日から３カ月以内） 

（５）現況実測平面図 

（６）登記事項証明書（土地・全部事項）(発行日から３カ月以内） 

（７）現地案内図 

（８）その他参考資料 

第６ 申請書の受理及び担当職員 

   土木管理課は、申請者から提出された申請書の記入事項及び提出書類を審査し、申

請要件を満たした場合に申請書を受理する。 

２ 土木管理課長は申請書を受理後、申請事案ごとに土木管理課担当職員（以下「担当

職員」という。）を決定するものとする。 

第７ 受理しない申請書 

土木管理課長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、申請書を受理してはならな

い。 

（１）申請書類に不備あるいは不足がある場合。 

（２）申請地が係争中のものである場合。 

（３）申請地に隣接する土地が公共用地でない場合。 

（４）申請地に隣接する公共用地の境界が既に確定している場合。 

（５）国土調査法に基づく地籍調査が完了している場合。（但し、未確認箇所を除く） 



 

 

（６）不動産登記法第14条（法務省所管）に基づく「地図」の作成が完了している場合。

（但し、未確認箇所を除く）  

（７）申請地に接する土地の所有権者が、登記事項証明書等において確認できない場合。 

第８ 境界確定に伴う調査 

    担当職員は、申請書に添付された提出書類の内容について確認を行い、必要に応じ

てその他の資料を調査しなければならない。 

２ 担当職員は、申請書に添付されている提出書類のほか、必要に応じて申請者に申請

地の閉鎖土地登記簿及び周辺土地の沿革等の調査結果を提出させることができる。 

３ 担当職員は、提出された資料に基づき申請者と境界線の調整を行い、必要に応じて

現況調査を行うものとする。なお、必要に応じて公共物管理者も交え調整を行う。 

第９ 境界立会及び報告 

申請者は、境界立会に必要な関係土地所有者の立会同意を得たうえで、担当職員と

立会日の調整をする前に立会同意書（第２号様式）に署名し、土木管理課長に提出し

なければならない。 

   なお、申請者が複数人の場合は、申請者の代表者1名で提出できるものとする。 

２ 担当職員は、申請者に対し、仮境界線を現地に表示させ、境界確定の立会を行う。 

３ 担当職員は申請者等と調整のうえ、立会日時を決定する。 

なお、公共物管理者の立会が必要な場合は、公共物管理者においても立会日時を調

整する。 

４ 決定した立会日時について、土木管理課は「土地境界確定のための立会について

（依頼）」（第３号様式）により公共物管理者に連絡するとともに、申請者は関係土

地所有者に連絡しなければならない。 

   なお、関係土地所有者が「土地境界確定のための立会について」（第４号様式）に

よる連絡を必要とする場合は、申請者を通じて土木管理課に申し出なければならない。 

５ 公共物管理者に対しては、立会書（第12号様式）の速やかな提出を求める。 

６ 土木管理課は、関係土地所有者及び公共物管理者（以下「関係土地所有者等」とい

う。）と、対等な立場で境界の協議を行うものとする。 

７ 担当職員は、各申請事案について境界立会終了後、その協議内容を記載した報告書

（第５号様式）を作成し、境界係長に報告しなければならない。 

第10 境界標識の設置 

    境界確定の合意が得られた場合は、申請者に対し境界標識（コンクリート境界杭又

は境界金属プレート）を支給し、境界点に設置させなければならない。なお、設置が

困難な場合及び申請者に事由のある場合は、この限りではない。 

第11 土地境界図等の作成及び提出 

申請者は、土地境界図作成方法（別紙１）及び作成例（別紙２）に基づき土地境界

図を作成し、土地境界図に申請者及び関係土地所有者等の立会場所、土地の地番、住

所、氏名、立会年月日、合意年月日を記入し、申請者及び関係土地所有者等の双方が

捺印（ただし申請者は実印とする。）をしなければならない。 

   なお、遠隔者等で土地境界図に署名捺印することが困難な場合は、合意書（第６号

様式）に代えることができる。 

２ 申請者は、関係土地所有者等から合意の署名捺印を得られたときは、次の図面等を

提出しなければならない。 

（１）土地境界図（強靭な和紙で「Ａ１・Ａ２版」）・・・・・・１部 



 

 

（２）土地境界図（複写図）・・・通知書作成部数＋２部と官公署先必要部数を合わせ

た部数 

（３）境界点設置写真（境界確定点毎に遠景及び近景）・・・・・1部 

 （４）必要に応じ、申請者と隣接土地所有者との民民境界合意書（同意書）写し･･１部 

３ 第４の３の規定による申請で、法定代理人であることを証する書面に後見監督人等

が選任されている場合は、後見監督人等は法定代理人が合意したことについて同意し

た書面（第13号様式）を提出しなければならない。 

第12 境界確定事案の決定 

   申請者から土地境界図（原図）等の提出があった場合は、目黒区文書管理規程（平

成２０年３月目黒区訓令第１号）に基づき事案を決定する。 

第13 境界確定通知書の通知等 

   第12により境界確定事案が決定したときは、土木管理課は申請者及び関係土地所有

者に境界確定通知書（第７号様式）により所有権の境界が確定した旨の通知をしなけ

ればならない。 

２ 公共物管理者から立会書（第12号様式）の提出があった場合は、公共物管理者に境

界確定通知書（第８号様式）を送付しなければならない。 

３ 第３の１（２）及び（３）における公共物管理者等からの依頼による境界確定を行

った場合は、公共物管理者等に境界確定通知書（第９号様式）を通知する。 

第14 申請の取下げ等 

申請者が、既に申請してある申請書を取り下げる場合は、「土地境界確定申請書の

取下げについて」（第10号様式）を土木管理課に提出する。 

２ 申請後、売買・交換等により申請地の所有権が移動したときは、申請者に取下げ書

を提出させる。ただし、第15に定める期間内に新しい土地所有者が、境界確定協議の

継続を希望する場合は、新土地所有者の「土地所有者変更届」（第11号様式）を受理

することで協議を継続できるものとする。 

３ 申請後、申請書記載事項に変更（申請者の住所変更、印鑑の変更、申請者死亡によ

る相続、実務取扱者の変更等）があった場合（ただし、土地所有者変更は除く）は、

「申請事項変更届」（第14号様式）を受理することで協議を継続できるものとする。

この場合、印鑑証明、住民票、登記事項証明書等、変更事項を確認できる書類を添付

しなければならない。 

第15 みなし取下げ等による協議不調の措置 

   申請受理後、原則として３カ月を経過し、申請者側の責に帰する事由で、現地にお

ける立会が終了していない場合は、申請書が取下げられたとみなして、協議不調事案

として第17に定める処理をする。 

２ 現地における立会が終了した後、原則として２カ月を経過した時点において、申請

者側の責に帰する事由で、土木管理課に申請者から第11に定める土地境界図等が提出

されない場合は、申請書が取下げられたとみなして、協議不調事案として第17に定め

る処理をする。 

３ 前１及び２の期間で、申請者から「土地境界確定期間延伸願」（第15号様式）の提

出により、遅延理由等に正当な理由があると判断した場合は、境界確定協議の継続

を認めるものとする。 

     なお、この延伸願の提出に際し申請者が複数人の場合は、申請者の代表として1名

で提出できるものとする。 



 

 

４ 申請書受理後、申請者が第４に定める申請者である要件を欠くこととなったとき又

は、第14の２及び３に定める書類の提出がない場合は、申請書が取下げられたとみな

して、協議不調事案として第17に定める処理をする。 

第16 協議不調案件の措置 

   境界確定協議の結果、合意に達しない場合は、協議不調事案として第17に定める処

理をする。 

２ 第９の４において公共物管理者に立会依頼を求めた場合は、「土地境界確定不成立

について」（第17号様式）を通知する。 

第17 申請書の返戻 

申請受理後、第15（みなし取下げ等による協議不調案件の措置）に該当した場合は、

申請者に「土地境界確定申請のみなし取下げについて（通知）」（第16号様式）によ

り申請書を返戻する。 

   ただし、「土地境界確定申請書の取下げについて」（第10号様式）を受理した場合

は通知を行わずに申請書を返戻する。 

第18 書類の保存及び管理 

   境界確定に係わる完結文書（土地境界図（和紙原図１部）含む）は長期保存とする。 

２ 土地境界図を電子データ化し、その電子データを土木管理課で管理する。 

第19 土地境界図の証明及び閲覧 

   土木管理課が管理する土地境界図の証明は、特別区道等に係る諸証明の取扱基準第

３条に基づき（平成１６年３月４日付け目都道第７４２号）交付する。 

２ 土木管理課が管理する土地境界図の閲覧は、特別区道等に係る諸証明の取扱基準第

５条に基づき（平成１６年３月４日付け目都道第７４２号）行う。 

 

附則   この要領は、平成１４年４月１日から施行する。 

        この要領は、平成１６年４月１日から施行する。 

この要領は、平成１７年３月７日から施行する。 

この要領は、平成１９年１０月１６日から施行する。 

この要領は、平成３１年４月１日から施行する。 

この要領は、令和元年５月１日から施行する。 

 



 

 

別紙１ 

 

 

土地境界図作成方法 

１ 表題部については別紙例によることとし、代表地番を記載すること。 

２ 用紙は、日本工業規格Ａ列１番・２番とし、強じんな和紙を用いること。 

なお、紙質については、事前に担当者と相談すること。 

３  縮尺は、原則として１／２５０とする。 

４ 寸法は、算用数字を用いる。 

５ 座標値から寸法を計算する場合、境界線及び幅員の寸法はｍ（メートル） 

 単位とし、１／１００未満は切り捨てて表示する。 

６ 境界点はＰ、引照点はＳ、機械点（多角点）はＴ、の記号を用い、成果表を設けて各

 点の座標値（任意でも可）を明記する。 

  座標値はｍ単位として１／１０００まで記入し、未満四捨五入する。 

７ 引照点は明確な永久構造物を用い、後日境界点復元に必要十分な点数とする。 

８ 境界点(Ｐ点)ごとに詳細図を記載する。また、引照点も図面上わかりにくい場合は、

 詳細図を記載する。 

９ 図面の位置取りは、北を上向きとし、方位は北方向に矢印等を記入する。 

10 境界線に接する地番は、算用数字を用いてすべて記入し、私有地側に記入する。 

11 土地所有者欄の上部に「私所有の下記土地と隣接する目黒区都市整備部所管公共用地

 との境界について本境界図のとおり合意する。」と記載する。 

12 作成者欄は、作成者が記入し捺印する。（実務取扱者を置き資格を有する場合、資格

 番号を記入する。） 

13 遠隔者等で図面内に署名捺印することが困難な場合、合意書（第６号様式）によるこ

 とができる。 

 


